
    令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット 

    強化補助金（自殺防止対策事業）交付要綱 

 

（通則） 

１ 令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金 

（自殺防止対策事業）（以下「補助金」という。）については、予算の範囲内

において交付するものとし、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０

年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５

号。以下「適正化令」という。）、令和５年４月３日付け厚生労働省発社援０

４０３第３号「令和５年度（令和４年度からの繰越分）新型コロナウイルス

感染症セーティネット強化交付金の交付について」、令和４年６月１０日付け

社援発０６１０第４号「新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事

業の実施について（一部改正）」（以下「実施要綱」という。）及びこの要綱に

定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

２ 補助金は、新型コロナウイルス感染症への対応として必要となる多様な自 

 殺防止対策事業について、地域の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施する 

 ことができるよう、市町村等の取組を包括的に支援することを目的とする。 

 

（交付の対象） 

３ 補助金の交付対象者は市町村とし、実施要綱により県が補助する事業に要

する経費のうち、４に定める事業実施計画に記載されたものを交付の対象と

する。 

 

（事業実施計画の作成及び提出） 

４ 補助金の交付を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した様式

第１号様式による事業実施計画を作成し、交付の申請に際して、当該計画を

埼玉県知事に提出するものとする。 

（１）事業実施計画を作成する市町村の名称 

（２）実施する事業の概要及び必要な経費 

（３）その他必要な事項 

 

（申請手続） 

５ 補助金の交付の申請は、市町村長が、第２号様式による申請書に、事業実 

施計画その他関係書類を添えて、別に定める日までに埼玉県知事に提出して

行うものとする。 

 

 

（交付額の算定方法） 

６ 補助金の交付額は、次により算定された額の合計額とする。ただし、算出 

された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと

する。 



（１）別表の第１欄に定める種目ごとに、第２欄に定める基準額と第３欄に 

  定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 

（２）（１）による選定された額と当該区分の総事業費から寄付金その他の収 

入額（間接補助事業者が社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場

合は寄付金収入額を除く。）を控除した額とを比較して少ない方の額（交

付基本額）に第４欄に定める交付率を乗じて得た額と、県が補助した額

とを比較して少ない方の額を交付する。 

 

（変更申請手続） 

７ 補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付申請等 

を行う場合には、５に定める申請手続に従い、別に定める日までに行うもの

とする。 

 

（補助金の概算払） 

８ 埼玉県知事は、必要があると認める場合においては、概算払をすることが 

 できる。 

 

（交付決定までの期間） 

９ 埼玉県知事は厚生労働大臣からの交付の決定がされ次第、速やかに市町村 

 長に対して交付の決定を行うものとする。 

 

（交付の条件） 

10 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

 （１）事業に要する経費の配分の変更をする場合（軽微な変更を除く。）は、 

   埼玉県知事の承認を受けなければならない。 

 （２）事業実施計画を変更する場合（軽微な変更を除く）は、埼玉県知事の 

   承認を受けなければならない。 

 （３）事業実施計画を中止し、または廃止する場合には、埼玉県知事の承認 

   を受けなければならない。 

 （４）事業実施計画が予定の期間内に完了しない場合又は当該計画の遂行が 

困難となった場合には、速やかに埼玉県知事に報告してその指示を受け

なければならない。 

（５）事業実施計画の実施により取得し、または効用の増加した価格が単価 

５０万円以上の機械、器具その他の財産については、適正化令第１４条

第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するま

で、厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して

利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄してはならな

い。 

（６）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった 

場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

（７）事業実施計画の実施により取得し、または効用の増加した財産につい 

ては、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとと

もに、その効果的な運用を図らなければならない。 

（８）補助完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費 



税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が

０円の場合を含む。）には、第４号様式により速やかに、遅くとも補助事

業完了日の属する年度の翌々年度５月３０日までに埼玉県知事に報告し

なければならない。 

 なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当

該仕入控除税額を県に返還しなければならない。 

（９）補助金と補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第 

６号様式による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出につ

いて証拠書類を整理し、当該調書及び証拠書類を補助金の額の確定する

日（事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた

日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただ

し、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の

財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了す

る日、又は適正化令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が

別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなけれ

ばならない。 

  （10）市町村は、市町村が適切と認める法人格を有する団体等に間接補助金 

    を交付する場合には、次の条件を付さなければならない。 

  ①（１）から（８）までに掲げる条件 

     この場合において、（１）から（４）、（６）及び（８）の規定中「知

事」とあるのは「市町村長」と、「県」とあるのは「市町村」と、「第

４号様式」とあるのは「第５号様式」と、（５）中「５０万円」とある

のは「３０万円」と、「知事の承認」とあるのは「市町村長の承認」と、

（５）及び（８）中「この補助金」とあるのは「この間接補助金」と

読み替えるものとする。 

  ② 間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収 

   入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を間接補 

   助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、そ 

   の承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければ 

   ならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 

   ３０万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財 

   産処分が完了する日、又は適正化令第１４条第１項第２号の規定により 

   厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管 

   しておかなければならない。 

 （11）間接補助事業者から財産の処分による収入及び間接補助金に係る消費 

税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場 

合には、その納付額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（実績報告） 

11 補助金の事業実績報告は、当該年度の事業が完了したときは、第３号様式 

による事業実績報告書の関係書類を添えて、別に定める日（１０の（３）に 

より事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日 

から起算して１か月を経過した日）までに埼玉県知事に提出して行わなけれ 

ばならない。 



（補助金の返還） 

12 埼玉県知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその 

額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分に

ついて県に返還することを命ずる。 

 

（その他） 

13 特別の事情により５、６、７及び１１に定める算定方法、手続によること 

ができない場合には、あらかじめ埼玉県知事の承認を受けてその定めるとこ

ろによるものとする。 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



別表 

１種目 ２基準額 ３対象経費 ４補助率 

新型コロナウイ

ルス感染症に対

応した自殺防止

対策事業 

埼玉県知事

が必要と認

めた額 

市町村が行う新型コロナウイルス感染

症に対応した自殺防止対策事業実施に

必要な次に掲げる経費 

 

給料、職員手当等、報酬、報償費、旅

費、需用費、役務費、委託料、使用料、

賃借料、工事費（相談に必要な電話回

線の工事に伴うものに限る。）、備品購

入費、負担金及び補助金 

３／４ 

 



第１号様式

番　　　　　号

年　　月　　日

　埼玉県知事　殿

　標記について、次のとおり提出する。

（別紙１）

２　事業の実施に要する経費に関する調書 （別紙２）

３　添付書類

令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金（自殺防止対策
事業）に関する事業実施計画及び関係書類の提出について

市町村長

１　令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金
　　（自殺防止対策事業）に関する事業実施計画



第２号様式

番　　　　　号

年　　月　　日

　埼玉県知事　殿

　標記について、次により交付金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。

１　申　請　額

（別紙１）

３　事業の実施に要する経費に関する調書

（別紙２）

４　添付書類

 ・歳入歳出予算書抄本

令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金（自殺防止対策
事業）の交付申請書

金　　　　　　　　円

２　令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金
　　（自殺防止対策事業）に関する事業実施計画

市町村長



別紙１

種目 事業概要 総事業費 うち県交付額

新型コロナウイルス感染症に対
応した自殺防止対策事業

市町村名（　　　　　　　　　　）

令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金（自殺防止対策事業）に関する事業実施計画



別紙２-1

総事業費
事業における寄付
金その他収入額

総事業費から寄付
金その他収入額を
控除した額

別表の第２欄に定
める基準額

別表の第３に定め
る対象経費の支出
予定額

選定額 交付基本額 交付金予定額
都道府県補助

予定額
交付金所要額 備　考

（A） （B） （C）=（A）-（B） （D） （E）
（F）=（D）or

（E）
（G）=（C）or

（F）
（H）=（G）* 0.75

千円未満切捨
（I）

（J）=（H）or
（I）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0

事業の実施に要する経費に関する調書（令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金（自殺防止対策事業））

市町村名（　　　　　　　　　　）

種目

新型コロナウイルス感染症に対応し
た自殺防止対策事業



別紙２－２　所要額算出内訳書（新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業）

（市町村名：　　　　　　　　　　　　）

(単位：円)

科　　目 金　　額

給　　　料 △△△,△△△

職員手当等 △△△,△△△

・・・

計

給　　　料 △△△,△△△

職員手当等 △△△,△△△

・・・

計

給　　　料 △△△,△△△

職員手当等 △△△,△△△

・・・

計

（注）対象経費の金額の合計額と別紙２－１のＥ（対象経費の支出予定額）の金額は一致すること。

種目 自治体名

新型コロナウイルス感染症に対応
した自殺防止対策事業

（都道府県が補助する事業）

（市町村名を記入）
事業１

（市町村名を記入）
事業２

（市町村名を記入）
事業３

対　象　経　費



第３号様式

番　　　　　号

年　　月　　日

　埼玉県知事　殿

１　精　算　額

（別紙１）

３　事業の実施に要した経費精算額算出内訳

（別紙２）

４　添付書類

 ・歳入歳出決算書抄本

２　令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金
　　（自殺防止対策事業）に関する事業実施実績

令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金（自殺防止対策
事業）の事業実績報告書

　　年　月　日疾第　号をもって交付決定を受けた令和５年度埼玉県新型コロナウイルス
感染症セーフティネット強化補助金（自殺防止対策事業）に係る事業実績については、次
の関係書類を添えて報告する。

金　　　　　　　　円

市町村長



別紙１

種目 事業概要 総事業費 うち県交付額

新型コロナウイルス感染症に対
応した自殺防止対策事業

市町村名（　　　　　　　　　　）

令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金（自殺防止対策事業）に関する事業実施実績



別紙２－１

総事業費
事業における寄付
金その他収入額

総事業費から寄付
金その他収入額を
控除した額

別表の第２欄に定
める基準額

別表の第３に定め
る対象経費の実支
出額

選定額 交付基本額 交付金予定額
都道府県補助

実支出額
交付金決定額 交付金受入済額

差引過△
不足額

備　考

（A） （B） （C）=（A）-（B） （D） （E）
（F）=（D）or

（E）
（G）=（C）or

（F）
（H）=（G）* 0.75

千円未満切捨
（I）

（J）=（H）or
（I）

（K） （K）-（J）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症に対応し
た自殺防止対策事業

事業の実施に要した経費精算額算出内訳（令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金（自殺防止対策事業））

市町村名（　　　　　　　　　　）

種目



別紙２－２　支出済額内訳書（新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業）

（市町村名：　　　　　　　　　　　　）

(単位：円)

科　　目 支出済額

給　　　料 △△△,△△△

職員手当等 △△△,△△△

・・・

計

給　　　料 △△△,△△△

職員手当等 △△△,△△△

・・・

計

給　　　料 △△△,△△△

職員手当等 △△△,△△△

・・・

計

（注）支出済額の合計額と別紙２－１のＥ（対象経費の実支出額）の金額は一致すること。

新型コロナウイルス感染症に対応
した自殺防止対策事業

（都道府県が補助する事業）

（市町村名を記入）
事業１

（市町村名を記入）
事業２

（市町村名を記入）
事業３

種目 自治体名
支出済額内訳



第４号様式

番　　　　　号

年　　月　　日

　埼玉県知事　殿

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

記

　１　事業区分及び施設の名称

市町村長

　４　添付書類
　　記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把握
　できる資料、特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。

　　年　月　日疾第　号をもって交付決定を受けた令和５年度埼玉県新型コロナウイルス
感染症セーフティネット強化補助金（自殺防止対策事業）に係る消費税及び地方消費税に
係る仕入控除税額については、次のとおり報告する。

　２　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７
　　９号）第１５条の規定による確定額又は事業実績報告による精算額

金　　　　　　　　円

　３　消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る
　　仕入控除税額（要補助金等返還相当額）

金　　　　　　　　円



第５号様式

番　　　　　号

年　　月　　日

  

殿

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

記

　１　事業区分及び施設の名称

金　　　　　　　　円

　４　添付書類
　　記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把握
　できる資料、特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。

　市町村長

　　年　月　日第　号で交付決定を受けた○○○補助金について、交付決定通知により付
された条件に基づき、下記のとおり報告する。

　２　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７
　　９号）第１５条の規定による確定額又は事業実績報告による精算額

金　　　　　　　　円

　３　消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る
　　仕入控除税額（要補助金返還相当額）

間接補助事業者



第６号様式

埼玉県所管

予 算 科 目 交付決定 備　考

の　　額 科　目 予算現額 収入済額 科　目 うち補助金 うち補助金 うち補助金

相　当　額 相　当　額 相　当　額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

　　　新型コロナウイルス感染症

セーフティネット強化補助金

（作成要領）

　１　「県」の「交付決定の額」は、交付決定通知書の交付決定の額を記入すること。

　２　「地方公共団体」の「科目」は、歳入にあっては、款、項、目、節を、歳出にあっては、款、項、目をそれぞれ記入すること。なお、歳出については、前記１の額に対応する経費

　　の配分が、目の内訳に係るときは、当該経費の配分の目の内訳として記入すること。

　３　「予算現額」は、歳入にあっては、当初予算額、補正予算額等の区分を、歳出にあっては、当初予算額、補正予算額、予備費支出額、流用増減額等の区分を明らかにすること。

　４　「備考」は、参考となるべき事項を適宜記入すること。

　５　補助事業等の地方公共団体の歳出予算額の繰越が行われた場合における翌年度に行われる当該補助事業等に係る補助金についての調書の作成は、本表に準じること。この場合において

　　地方公共団体の歳入の科目に「前年度繰越額」を掲げる場合は、その「予算現額」及び「歳入済額」の数字下欄に県補助額を内書（　　）をもって附記すること。

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

令和５年度埼玉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金（自殺防止対策事業）調書

市町村名（　　　　　　　　　　）

県 地　方　公　共　団　体

歳　　入 歳　　　　出


